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衆
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秀
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提
出
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谷
官
房
長
官
の
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私
的
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モ
」
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す
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一
、
五
及
び
六
に
つ
い
て

一
般
論
と
し
て
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
公
文
書
管
理
法
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
文
書
が
「
組
織
的
に
用
い
る
も
の
」
と
し
て
行
政
文
書
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。

）
の
場
合
と
同
様
に
、
文
書
の
作
成
又
は
取
得
の
状
況
、
当
該
文
書
の
利
用
の
状
況
、
そ
の
保
存
又
は
廃
棄
の
状
況
な
ど
を

総
合
的
に
考
慮
し
て
実
質
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
当
該
文
書
」
に
つ
い
て
の
公
文
書
管
理
法
の
規
定
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
施
行
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
六
第
一
七
三
号
）
一
の
（
二
）
か
ら
（
五
）
ま

で
、
二
及
び
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
仙
谷
内
閣
官
房
長
官
本
人
に
確
認
し
た
事
実
関
係
を
踏
ま
え
る
と
、
内

閣
官
房
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
「
当
該
文
書
」
は
、
同
内
閣
官
房
長
官
が
自
ら
の
考
え
を
記
し
た
個
人
的
な
手
控
え
と
し
て

一



の
性
格
を
有
し
て
お
り
、
情
報
公
開
法
第
二
条
第
二
項
に
い
う
「
当
該
行
政
機
関
の
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
」
で
は

な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
管
理
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
、
「
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目

途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
、
行
政
文
書
及
び
法
人
文
書
の
範
囲
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
、
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

二


